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【Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－㉗】 

㉗ 入院患者の栄養管理等における歯科専門職の 

連携の推進 
 

第１ 基本的な考え方 
 

歯科の標榜がない病院の入院患者や介護保険施設等の入所者、在宅で
療養する患者の栄養管理への歯科専門職の参画を推進する観点から、栄
養サポートチーム等連携加算の評価を見直す。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．他の保険医療機関の入院患者等に対する多職種での栄養管理等に、
歯科医師が参画し、それを踏まえて在宅歯科医療に係る管理を行う場
合の評価を新設する。 

 

（新）  在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料 
１ 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料１  100 点 
２ 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料２  100 点 
３ 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料３  100 点 

 

［算定要件］ 
   （１）１については、当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療

機関に入院している患者であって、区分番号Ｃ００１－３に掲げ

る歯科疾患在宅療養管理料、区分番号Ｃ００１－５に掲げる在宅

患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号Ｃ００

１－６に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管

理料を算定しているものに対して、当該患者の入院している他の

保険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、

その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、

月１回に限り算定する。 

   （２）２については、当該保険医療機関の歯科医師が、介護保険法第

８条第 25 項に規定する介護保険施設等に入所している患者であ

って、区分番号Ｃ００１－３に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又

は区分番号Ｃ００１－５に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテー

ション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入所

している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえ
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て口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月１回に限り算定

する。 

   （３）３については、当該保険医療機関の歯科医師が、児童福祉法第

42 条に規定する障害児入所施設等に入所している患者であって、

区分番号Ｃ００１－６に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテ

ーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入

所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏ま

えて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月１回に限り算

定する。 

 

２．在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の新設を踏まえ、歯科疾
患在宅療養管理料及び在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理
料の栄養サポートチーム等連携加算並びに小児在宅患者訪問口腔リハ
ビリテーション指導管理料の小児栄養サポートチーム等連携加算を削
除するとともに、歯科疾患在宅療養管理料等について、他の保険医療
機関等からの情報提供に基づき在宅歯科医療に係る管理を行う場合の
評価を新設する。 

 

改 定 案 現   行 

【歯科疾患在宅療養管理料】 

［算定要件］ 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【歯科疾患在宅療養管理料】 

［算定要件］ 

注５ 当該保険医療機関の歯科医師

が、他の保険医療機関に入院し

ている患者に対して、当該患者

の入院している他の保険医療機

関の栄養サポートチーム等の構

成員として診療を行い、その結

果を踏まえて注１に規定する口

腔機能評価に基づく管理を行っ

た場合は、栄養サポートチーム

等連携加算１として、80点を所

定点数に加算する。 

６ 当該保険医療機関の歯科医師

が、介護保険法第８条第25項に

規定する介護保険施設等に入所

している患者に対して、当該患

者の入所している施設で行われ

る食事観察等に参加し、その結

果を踏まえて注１に規定する口

腔機能評価に基づく管理を行っ

た場合は、栄養サポートチーム
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注５ 他の保険医療機関を退院した

患者であって継続的な歯科疾患

の管理が必要なものに対して、

当該他の保険医療機関の歯科医

師から患者の退院時に受けた情

報提供及び当該患者の歯科疾患

の状況等を踏まえて管理計画を

作成した場合は、在宅歯科医療

連携加算１として100点を所定点

数に加算する。 

６ 他の保険医療機関を退院した

患者又は介護保険法第８条第25

項に規定する介護保険施設等に

入所している患者若しくは同法

第８条第２項に規定する訪問介

護等の利用者であって、継続的

な歯科疾患の管理が必要なもの

に対して、医師、看護師、介護

支援専門員等からの情報提供及

び当該患者の歯科疾患の状況等

を踏まえて管理計画を作成した

場合は、在宅歯科医療連携加算

２として100点を所定点数に加算

する。 

 

※ 在宅患者訪問口腔リハビリテー

ション指導管理料についても同様 
 
【小児在宅患者訪問口腔リハビリテ

ーション指導管理料】 

［算定要件］ 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等連携加算２として、80点を所

定点数に加算する。  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小児在宅患者訪問口腔リハビリテ

ーション指導管理料】 

［算定要件］ 

注６ 当該保険医療機関の歯科医師

が、他の保険医療機関に入院し

ている患者に対して、当該患者

の入院している他の保険医療機

関の栄養サポートチーム等の構

成員として診療を行い、その結

果を踏まえて注１に規定する口

腔機能評価に基づく管理を行っ

た場合は、小児栄養サポートチ

ーム等連携加算１として、80点
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注６ 他の保険医療機関を退院した

患者であって継続的な歯科疾患

の管理が必要なものに対して、

当該他の保険医療機関の歯科医

師から患者の退院時に受けた情

報提供及び当該患者の歯科疾患

の状況等を踏まえて管理計画を

作成した場合は、小児在宅歯科

医療連携加算１として100点を所

定点数に加算する。 

７ 他の保険医療機関を退院した

患者又は児童福祉法第42条に規

定する障害児入所施設等に入所

している患者であって、継続的

な歯科疾患の管理が必要なもの

に対して、医師、看護師、相談

支援専門員等からの情報提供及

び当該患者の歯科疾患の状況等

を踏まえて管理計画を作成した

場合は、小児在宅歯科医療連携

加算２として100点を所定点数に

加算する。 

を所定点数に加算する。 

７ 当該保険医療機関の歯科医師

が、児童福祉法第42条に規定す

る障害児入所施設等に入所して

いる患者に対して、当該患者の

入所している施設で行われる食

事観察等に参加し、その結果を

踏まえて注１に規定する口腔機

能評価に基づく管理を行った場

合は、小児栄養サポートチーム

等連携加算２として、80点を所

定点数に加算する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 




